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2024 年２月 13 日 
各 位 

会 社 名 株式会社構造計画研究所 
代表者名 代表執⾏役社⻑ 渡邊 太門 

 （東証スタンダード市場・コード４７４８） 
問合せ先 執⾏役副社⻑ 木村 香代子 
電話番号 ０３−５３４２−１１４２ 

 
単独株式移転による純粋持株会社体制への移行及び 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2024 年３月 18 日開催予定の当社臨時株主総会
（以下「本株主総会」といいます。）における承認等の所定の手続を経た上で、当社を株式
移転完全子会社とする単独株式移転（以下「本株式移転」といいます。）の方法により、2024
年７月１日（予定）を成立日として、純粋持株会社（株式移転設立完全親会社）である株式
会社構造計画研究所ホールディングス（以下「持株会社」といいます。）を設立すること及
びそれに伴う定款の一部変更を⾏うことについて、株式移転計画（以下「本株式移転計画」
といいます。）を作成のうえ決議しましたので、下記のとおりお知らせします。なお、本株
式移転は、上場会社である当社が単独で⾏う株式移転であるため、開示事項・内容を一部省
略しています。 

 
記 

 

Ⅰ．単独株式移転による純粋持株会社体制への移⾏ 

 
１．純粋持株会社体制への移⾏の背景及び目的 

当社は、1956 年に服部正構造設計事務所として創業した後、1959 年に株式会社を設立し、
以降 65 年にわたり、お客様の個別の課題に対して、工学知に基づく付加価値の高いエンジ
ニアリング・サービスを提供することにより、多くのお客様から信頼いただき、収益性の高
いコンサルティング・ビジネスを中心に展開をしてまいりました。 

近年では、構造設計のみならず、解析・防災、情報通信、製造といった分野や、人や社会
を対象とした意思決定支援分野など多様な領域へ事業の対象を拡げております。 

またこれまで、創業以来の受託型エンジニアリングコンサルティング業務と 1980 年代か
ら開始したソフトウェアパッケージ販売サービスを中心に展開をしてまいりましたが、近
年では新しいサービス形態として、新規事業であるサブスクリプション型のクラウドサー
ビスが当社の事業拡大に寄与しております。 
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今後 2056 年の創業 100 年を見据え、事業の多様化に即した自律的・機動的な意思決定と
事業運営、並びに人を中心とする経営資源の適切な配分を⾏うことにより、グループとして
持続的な成⻑を目指してまいります。 

持株会社体制への移⾏は、それぞれのミッションを明確化し、より賢慮に満ちた未来社会
の実現に向けて社会の未知なる課題解決にチャレンジを続け、提供価値を更に拡大し、グル
ープ全体としての持続的成⻑を確かなものにすることを目的とするものです。 

持株会社体制への移⾏により、株式会社構造計画研究所は従来のコンサルティング事業
による安定的な収益の確保、新規事業である株式会社リモートロックジャパンは更なる成
⻑の加速、また株式会社 KKE スマイルサポート及び株式会社 PARA-SOL はグループ全体
に対する多様な働き方の提供をそれぞれのミッションとして、各社が連携しグループ全体
で社会への提供価値を更に向上してまいります。 

 
２．純粋持株会社体制への移⾏方法及び手順 

当社は、次に示す方法により、純粋持株会社体制への移⾏を実施する予定です。 
 
(1) 単独株式移転による持株会社の設立 

本株式移転により、2024 年７月１日を成立日として持株会社を設立し、当社は持株会社
の完全子会社になります。 

 
(2) グループ会社の再編 

持株会社の設立と同日に、純粋持株会社体制へ移⾏するため、当社の一部の子会社（以下
「移⾏対象子会社」といいます。）の株式及び持分を持株会社が直接保有する形となるよう、
当社が保有する移⾏対象子会社の株式を持株会社に対して現物配当する方法で移転するこ
とにより、下記の通りグループ内での再編を⾏う予定です。その後の具体的な再編方法につ
いては、検討中です。 

株式会社

構造計画研究所

ホールディングス

株式会社

構造計画研究所

株式会社リモートロックジャパン

株式会社KKEスマイルサポート

株式会社PARA-SOL

International Logic Corporation

その他の子会社
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３．本株式移転の要旨 

(1) 本株式移転の日程 
臨時株主総会基準日                2024 年１月 31 日 
本株式移転計画承認取締役会            2024 年２月 13 日（本日） 
本株式移転計画承認臨時株主総会          2024 年３月 18 日（予定） 
当社株式上場廃止日                2024 年６月 27 日（予定） 
持株会社設立登記日                2024 年７月１日（予定） 
持株会社株式上場日                2024 年７月１日（予定） 

但し、本株式移転の手続上の必要性その他の事由により、日程を変更することがあります。 
 
(2) 本株式移転の方式 

当社を株式移転完全子会社、持株会社を株式移転設立完全親会社とする単独株式移転方
式です。 

 
(3) 本株式移転に係る割当の内容（株式移転比率） 

会社名 

株式会社 
構造計画研究所 

ホールディングス 
（株式移転設立完全親会社） 

株式会社 
構造計画研究所 

（株式移転完全子会社） 

株式移転比率 １ １ 
（注１）株式移転比率 

本株式移転により持株会社が当社の発⾏済株式の全部を取得する時点の直前時
の当社の株主名簿に記載又は記録された当社の株主の皆様に対し、その保有す
る当社の普通株式１株につき設立する持株会社の普通株式１株を割当交付しま
す。 
 

株式会社

構造計画研究所

ホールディングス

株式会社構造計画研究所 その他の子会社

株式会社リモートロックジャパン

株式会社KKEスマイルサポート

株式会社PARA-SOL

International Logic Corporation
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（注２）単元株式数 
持株会社は単元株制度を採用し、１単元の株式数を 100 株とします。 

 
（注３）株式移転比率の算定根拠 

本株式移転は、当社単独による株式移転によって完全親会社１社を設立するも
のであり、本株式移転時の当社の株主構成と持株会社の株主構成に変化がない
ことから、株主の皆様に不利益や混乱を与えないことを第一義として、株主の皆
様が所有する当社普通株式１株に対して持株会社の普通株式１株を割り当てる
こととします。 

 
（注４）第三者機関による算定結果、算定方式及び算定根拠 

上記（注３）のとおり、本株式移転は当社単独による株式移転でありますので、 
第三者機関による株式移転比率の算定は⾏いません。 

 
（注５）本株式移転により交付する新株式数（予定） 

普通株式  5,500,000 株（予定） 
 

上記新株式数は、2024 年１月 31 日時点における、当社の発⾏済株式総数（5,500,000 株）
に基づいて記載しており、本株式移転による持株会社の設立までの間に当社の発⾏済株式
総数が変動した場合には、実際に持株会社が交付する新株式数は変動いたします。 

なお、本株式移転計画において、持株会社の成立日の前日までに開催される当社の取締役
会の決議により、当社が保有する自己株式（本株式移転に際して⾏使される会社法第 806 条
第１項に定める株式買取請求権の⾏使に係る株式の買取りにより取得する自己株式を含
む。）のうち、実務上消却可能な範囲の株式を、本株式移転により持株会社が当社の発⾏済
株式の全部を取得する時点の直前時までに消却することができる旨の規定を設けておりま
す。 

また、本株式移転により持株会社が設立する時点において当社が自己株式を保有する場
合には、当社が保有する自己株式１株に対して、その同数の持株会社の普通株式が割当交付
されることとなり、当社は一時的に持株会社の普通株式を保有することになりますが、法令
の定めに従い速やかに処分いたします。 

 
(4) 本株式移転に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 
当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発⾏していません。 
 
(5) 持株会社の上場申請に関する事項 
本株式移転により、当社は持株会社の完全子会社になるため、当社株式は上場廃止とな

りますが、当社の株主の皆様に当社株式の対価として新たに交付される持株会社の株式に
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つきましては、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）スタンダ
ード市場に新規上場（テクニカル上場）を申請する予定です。持株会社の株式の上場日は、
2024 年７月１日を予定していますが、東京証券取引所の規則に従い決定されるため、変更
になる可能性があります。 

 
４．上場会社の概要 

（2024 年１月 31 日現在） 
⑴ 名称 株式会社構造計画研究所 
⑵ 所在地 東京都中野区本町四丁目 38 番 13 号 

日本ホルスタイン会館内 
⑶ 代表者の役職・氏名 代表執⾏役会⻑ 服部 正太 

代表執⾏役社⻑ 渡邊 太門 
⑷ 事業内容 エンジニアリングコンサルティング 

プロダクツサービス 
⑸ 資本金 1,010 百万円 
⑹ 設立年月日 1959 年５月６日 
⑺ 発⾏済株式数 5,500,000 株 
⑻ 決算期 ６月 30 日 
⑼ 大株主及び持株比率（発

⾏済株式（自己株式を除
く）の総数に対する所有
株式の割合）（2023 年 12
月 31 日現在）（注） 

株式会社南悠商社 8.95% 
服部 正太 7.75% 
構研所員持株会 4.12% 
株式会社りそな銀⾏ 3.65% 
株式会社日本カストディ銀⾏（信託口） 3.05% 
有限会社構研コンサルタント 1.83% 
外池 栄一郎 1.39% 
富野 壽 1.28% 
阿部 誠允 1.19% 
澤飯 明広 0.85% 

⑽ 直近３年間の上場会社の概要（単体） 
決算期 2021 年６月期 2022 年６月期 2023 年６月期 
純資産額（百万円） 7,156 8,030 9,301 
総資産額（百万円） 15,548 17,221 18,307 
１株当たり純資産（円） 1,379.10 1,528.60 1,762.85 
売上高（百万円） 13,631 14,748 16,580 
営業利益（百万円） 1,718 1,976 2,189 
経常利益（百万円） 1,764 1,947 2,101 
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当期純利益（百万円） 1,330 1,359 1,613 
１株当たり当期純利益（円） 257.73 258.54 307.31 

（注）大株主及び持株比率（発⾏済株式（自己株式を除く）の総数に対する所有株式の割合）
につきましては、2023 年 12 月末時点の株主名簿をもとに記載しております。 

 
５．本株式移転により新たに設立する会社（株式移転設立完全親会社・持株会社）の概要 

（予定） 
⑴ 名称 株式会社構造計画研究所ホールディングス 
⑵ 所在地 東京都中野区本町四丁目 38 番 13 号日本ホルスタイン会館内 
⑶ 代表者の役

職・氏名及
び役員の就
任予定（注） 

取締役 服部 正太 
取締役 渡邊 太門 
取締役 木村 香代子 
取締役 郭 献群 
取締役 荒木 秀朗 
取締役 水野 哲博 
取締役 中込 秀樹 
取締役 本荘 修二 
取締役 新宅 祐太郎 
取締役 加藤 嘉一 
取締役 根本 博史 
取締役 今泉 泰彦 
代表執⾏役 決定次第、開示いたします。 

⑷ 事業内容 傘下のグループ会社の事業活動の管理及びこれに付帯・関連する
業務 

⑸ 資本金 1,010 百万円 
⑹ 設立年月日 2024 年７月１日 
⑺ 決算期 ６月 30 日 

（注）持株会社は指名委員会等設置会社となる予定であり、監査委員につきましては設立後
の取締役会で正式に決定される予定です。 

 
６．本株式移転による会計処理の概要 

企業会計上の「共通支配下の取引」に該当するため、損益への影響はありません。なお、 
本株式移転によるのれんは発生しない見込みです。 
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７．今後の見通し 
本株式移転に伴い、当社は持株会社の完全子会社となります。これにより、当社の業績は 

完全親会社である持株会社の連結業績に反映されることになります。なお、本株式移転によ
る業績への影響は軽微です。 

 

Ⅱ．定款一部変更について 

 
１．定款変更の目的 

当社は、定時株主総会の招集等に関する事務手続を円滑に実施するため、会社法第 124 条 
第３項の規定に基づき、現⾏定款第 14 条において、定時株主総会の基準日を定めておりま
すが、本株式移転により当社の株主は持株会社１名のみとなりますので、定時株主総会の基
準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そのため、定時株主総会の基準日制
度は廃止することとし、現⾏定款第 14 条を削除するものであります。 

また、本株式移転により当社の株主は持株会社のみとなり、また、当社株式は上場廃止と 
なるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そ
のため、現⾏定款第 16 条を削除するものであります。 

さらに、これらの変更に伴い、現⾏定款第 15 条を１条、第 17 条以下の各条項を２条ず 
つ繰り上げるものであります（これらの定款の一部変更を総称して、以下「本定款変更」と
いいます。）。 

なお、本定款変更は、本臨時株主総会において本株式移転計画が承認可決されること、並 
びに 2024 年６月 30 日までに本株式移転計画の効力が失われていないこと及び本株式移転
が中止されていないことを条件として、2024 年７月１日にその効力を生じるものといたし
ます。 

 
２．定款変更の内容 

本定款変更の内容は、下記のとおりであります。 
（下線は変更箇所を示しております。） 

現⾏定款 変更案 
（定時株主総会の基準日） 
第 14 条 
当会社の定時株主総会の議決権の基準

日は、毎年６月 30 日とする。 
 
第 15 条（条文省略） 
 
（電子提供措置等） 

 
（削除） 

 
 
 
第 14 条（現⾏どおり） 
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第 16 条 
当会社は、株主総会の招集に際し、株主

総会参考書類等の内容である情報につい
て、電子提供措置をとるものとする。 

２ 当会社は、電子提供措置をとる事項
のうち法務省令で定めるものの全部又は一
部について、議決権の基準日までに書面交
付請求した株主に対して交付する書面に記
載しないことができる。 
 

第 17 条〜第 39 条（条文省略） 
 

（削除） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 15 条〜第 37 条（現⾏どおり） 

 
３．定款変更の日程 

本臨時株主総会開催日   2024 年３月 18 日（月曜日）（予定） 
本定款変更の効力発生日  2024 年７月１日（月曜日）（予定） 
 

４．その他 
2024 年６月期（2023 年７月１日から 2024 年６月 30 日まで）に係る期末配当につきま

しては、現⾏定款第 38 条（本定款変更後の第 36 条）に従い、2024 年６月 30 日の最終の
株主名簿に記載又は記録された株主様又は登録株式質権者様に対し、当社からお支払いす
る予定です。 

 
以 上 


